
条

例 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
六
号 

 
 

 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
第
七
条
及
び
第
八
条
に
お
い
て
単
に
「
会
計
年
度
任
用
職

員
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
報
酬
、
費
用
弁
償
、
給
料
及
び
手
当
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
報
酬
等
） 

第
二
条 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
こ
の
条
か
ら

第
五
条
ま
で
に
お
い
て
「
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
は
、
報
酬
及

び
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。 

２ 

報
酬
の
額
は
、
月
額
又
は
日
額
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

報
酬
の
額
は
、
次
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
し
た
報
酬
の
基
本
額
及
び
そ
の
基
本

額
に
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
。
以
下
こ
の
項
及

び
次
項
並
び
に
別
表
に
お
い
て
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
（
医
師
及
び
歯
科
医
師
に
あ
っ
て
は
、
給
与
条
例

第
九
条
の
三
に
規
定
す
る
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
月
額
の
報
酬
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
百

円
未
満
、
日
額
の
報
酬
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら

を
そ
れ
ぞ
れ
四
捨
五
入
し
て
得
た
額
）
の
合
計
額
と
す
る
。 

４ 

月
額
の
報
酬
を
受
け
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
基
本
額
は
、
勤
務
一
月
に
つ

き
、
別
表
に
掲
げ
る
職
種
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
に
定
め
る
月
額
（
医
師
及
び
歯
科
医
師
に
あ

っ
て
は
、
当
該
月
額
に
給
与
条
例
第
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
加
え
た
額
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
そ
の
者
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
三

十
八
・
七
五
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と

き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
額
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
決
定
す
る
。 

５ 

日
額
の
報
酬
を
受
け
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
基
本
額
は
、
勤
務
一
日
に
つ

き
、
別
表
に
掲
げ
る
職
種
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
に
定
め
る
月
額
を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額

に
、
そ
の
者
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
七
・
七
五
で
除
し
て
得
た
数

を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て



得
た
額
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
す
る
。 

６ 

報
酬
の
額
は
、
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
に
応
じ
、

か
つ
、
一
般
職
の
常
勤
職
員
の
給
与
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

前
五
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し
て
は
、
一
般
職
の

常
勤
職
員
に
支
給
さ
れ
る
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
及
び
宿
日
直
手
当
に
相
当
す
る

報
酬
を
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
支
給
す
る
。 

８ 

期
末
手
当
は
、
一
般
職
の
常
勤
職
員
の
例
に
よ
り
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
任
期
が
六
月
未
満

の
者
そ
の
他
の
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
期
末
手
当
は
支
給
し
な
い
。 

 

（
報
酬
の
基
本
額
の
特
例
） 

第
三
条 

特
殊
な
専
門
的
知
識
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事
す
る
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
で

あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
対
す
る
報
酬
の
基
本
額
は
、
前
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
日
額
三
万
三
千
五
百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
。 

 

（
報
酬
及
び
期
末
手
当
の
特
例
） 

第
四
条 

統
一
的
な
基
準
に
基
づ
き
給
与
を
支
給
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
第
一
号
会
計

年
度
任
用
職
員
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
対
す
る
報
酬
の
基
本
額
そ
の
他
の
報
酬
及
び

期
末
手
当
に
つ
い
て
は
、
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
基
準
に
基
づ
き
規
則
で
定
め

る
。 

 

（
費
用
弁
償
） 

第
五
条 

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
が
勤
務
の
た
め
、
そ
の
者
の
住
居
と
勤
務
公
署
と
の
間
を

往
復
す
る
と
き
及
び
職
務
の
た
め
旅
行
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
費
用
を
弁
償
す
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
額
は
、
一
般
職
の
常
勤
職
員
に
支
給
さ
れ
る
通
勤
手
当
及
び
旅
費
の
額
と
の
権

衡
を
考
慮
し
て
定
め
る
。 

 

（
給
料
等
） 

第
六
条 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
（
第
三
項
に
お
い
て

「
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
は
、
給
料
、
初
任
給
調
整
手
当
、
地

域
手
当
、
通
勤
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
及
び
期
末
手
当
を

支
給
す
る
。 

２ 

給
料
の
額
は
、
勤
務
一
月
に
つ
き
、
別
表
に
掲
げ
る
職
種
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
に
定
め
る

月
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
す
る
。 

３ 

第
二
条
第
六
項
の
規
定
は
、
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
の
額
の
決
定
に
つ
い
て
準

用
す
る
。 

４ 

初
任
給
調
整
手
当
、
地
域
手
当
、
通
勤
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
宿
日

直
手
当
及
び
期
末
手
当
は
、
一
般
職
の
常
勤
職
員
の
例
に
よ
り
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
任
期
が

六
月
未
満
の
者
そ
の
他
の
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
期
末
手
当
は
支
給
し
な
い
。 



 

（
報
酬
等
の
減
額
） 

第
七
条 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
、
給
料
及
び
手
当
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
常
勤

職
員
の
給
与
の
減
額
の
例
に
準
じ
て
、
規
則
で
定
め
る
。 

 

（
支
給
） 

第
八
条 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
、
給
料
及
び
手
当
（
第
二
条
第
一
項
及
び
第

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
当
に
限
る
。
）
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
前
六
条
に
規
定
す
る
も
の

の
ほ
か
、
一
般
職
の
常
勤
職
員
の
例
に
よ
る
。 

 

（
委
任
） 

第
九
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
非
常
勤
職
員

（
月
額
の
報
酬
を
受
け
て
い
た
非
常
勤
職
員
に
限
る
。
）
で
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
平
成
三
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
こ

の
条
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
報
酬
の
月
額
が
特

定
期
間
に
お
い
て
受
け
て
い
た
報
酬
の
月
額
（
特
定
期
間
に
お
い
て
二
以
上
の
業
務
に
従
事
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
業
務
に
係
る
期
間
の
満
了
す
る
日
の
う
ち
、
施
行
日
に

最
も
近
い
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
報
酬
の
月
額
（
当
該
月
額
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該

月
額
の
う
ち
最
も
高
い
月
額
）
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
平
成
三
十
二

年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
そ
の
者
の
受
け
る
報
酬
の
月
額
か
ら
特
定
期
間
に
お
い
て
受
け
て

い
た
報
酬
の
月
額
ま
で
の
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
額
を
報
酬
と
し
て
支
給
す
る
。 

２ 

特
定
期
間
に
お
い
て
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
て

い
た
非
常
勤
職
員
で
、
施
行
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
こ
の
条
例
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
の
う
ち
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
、
同
項

の
規
定
に
よ
る
報
酬
を
支
給
さ
れ
る
者
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
規

則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
報
酬
を
支
給
す
る
。 

 

（
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 



 

４ 

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二

条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
命
権
者
が
定
め
る
任
期
の
範
囲
内
」
と
す
る
。 

 

（
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
中
「
月
額
」
の
下
に
「
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ

っ
て
は
、
報
酬
の
額
（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
埼
玉

県
条
例
第
六
号
）
第
二
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
三
条
若
し
く
は
第
四
条
又
は
会
計
年

度
任
用
学
校
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
三

条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
若
し
く
は
第
四
条
の
報
酬
の
基
本
額
に
限
る
。
）
）
」
を
加
え
る
。 

 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
二
項
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
） 

 

第
二
十
条 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給

与
に
つ
い
て
は
、
他
の
職
員
の
給
与
と
の
権
衡
を
考
慮
し
、
別
に
条
例
で
定
め
る
。 

 

（
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
中
「
委
員
会
」
の
下
に
「
の
非
常
勤
」
を
加
え
、
「
そ
の
他
の
委
員
」
を
削
る
。 

 

（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

 

た
だ
し
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
埼
玉
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

埼
玉
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県

条
例
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
一
項
中
「
及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
」
を

「
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
単
に
「
会

計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
」
に
改
め
る
。 



 
 

第
十
七
条
第
一
項
中
「
以
上
で
退
職
し
た
職
員
」
の
下
に
「
（
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第

三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
退
職
手
当
は
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項

第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤

務
時
間
以
上
勤
務
し
た
日
（
特
に
勤
務
し
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
日
を
含
む
。
）
が
十
八

日
以
上
あ
る
月
が
引
き
続
い
て
六
箇
月
を
超
え
る
に
至
つ
た
者
で
、
そ
の
超
え
る
に
至
つ
た

月
以
後
引
き
続
き
当
該
勤
務
時
間
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
支

給
す
る
。 

 
 

第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
等
） 

 

第
二
十
条 

第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
六
条
の
三
、
第
八
条
か
ら
第
九
条
の
三
ま
で
、
第

十
二
条
の
二
、
第
十
三
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
会
計
年
度
任
用
職

員
に
は
適
用
し
な
い
。 

 

２ 

第
十
五
条
の
規
定
は
、
任
期
が
六
箇
月
未
満
の
者
そ
の
他
の
者
で
管
理
者
が
定
め
る
も
の

に
は
適
用
し
な
い
。 

 

（
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
） 

第
九
条 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
六
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
、
「
条
件
附
採

用
」
を
「
条
件
付
採
用
」
に
改
め
る
。 

 

（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
七
条
第
二
項
中
「
し
て
い
る
職
員
」
の
下
に
「
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
」

を
加
え
る
。 

 
 

第
八
条
中
「
し
た
職
員
」
の
下
に
「
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
二
十
六
条
の
表
第
二
十
条
第
一
項
の
項
を
削
る
。 

 
 

第
三
十
条
第
二
号
中
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
」
を
削
る
。 

 

（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
一
条 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第



七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
、
「
条
件
附
採

用
」
を
「
条
件
付
採
用
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
病
院
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条 
埼
玉
県
病
院
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三

年
埼
玉
県
条
例
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
一
項
中
「
及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
」
を

「
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
単

に
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
以
上
で
退
職
し
た
職
員
」
の
下
に
「
（
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項

を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
退
職
手
当
は
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項

第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤

務
時
間
以
上
勤
務
し
た
日
（
特
に
勤
務
し
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
日
を
含
む
。
）
が
十
八

日
以
上
あ
る
月
が
引
き
続
い
て
六
箇
月
を
超
え
る
に
至
っ
た
者
で
、
そ
の
超
え
る
に
至
っ
た

月
以
後
引
き
続
き
当
該
勤
務
時
間
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
支

給
す
る
。 

 
 

第
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
等
） 

 

第
二
十
五
条 

第
五
条
、
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七

条
及
び
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
条
の
三
ま
で
の
規
定
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
適
用
し

な
い
。 

 

２ 

第
十
九
条
の
規
定
は
、
任
期
が
六
箇
月
未
満
の
者
そ
の
他
の
者
で
管
理
者
が
定
め
る
も
の

に
は
適
用
し
な
い
。 

 

（
埼
玉
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
三
条 

埼
玉
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県

条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
中
「
地
方
公
務
員
法
」
の
下
に
「
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員

及
び
同
法
」
を
加
え
る
。 

 

（
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
四
条 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平

成
二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 
 

第
二
条
第
一
項
中
「
及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
」
を

「
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
単
に

「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
九
条
第
一
項
中
「
以
上
で
退
職
し
た
職
員
」
の
下
に
「
（
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第

三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
退
職
手
当
は
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項

第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤

務
時
間
以
上
勤
務
し
た
日
（
特
に
勤
務
し
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
日
を
含
む
。
）
が
十
八

日
以
上
あ
る
月
が
引
き
続
い
て
六
箇
月
を
超
え
る
に
至
っ
た
者
で
、
そ
の
超
え
る
に
至
っ
た

月
以
後
引
き
続
き
当
該
勤
務
時
間
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
支

給
す
る
。 

 
 

第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
等
） 

 

第
二
十
三
条 

第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
八
条
、
第
十
条
、
第
十
一
条
、
第
十
四
条
、
第

十
七
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

 

２ 

第
十
六
条
の
規
定
は
、
任
期
が
六
箇
月
未
満
の
者
そ
の
他
の
者
で
管
理
者
が
定
め
る
も
の

に
は
適
用
し
な
い
。 

別
表
（
第
二
条
、
第
六
条
関
係
） 

             

前
記
以
外
の
職 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 保

健
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
規
則
で
定
め

る
職 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 薬

剤
師
、
獣
医
師
、
栄
養
士
そ
の
他
の
規

則
で
定
め
る
職 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 医

師
及
び
歯
科
医
師 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

職 
 

 

種 

給
与
条
例
別
表
第
一
行
政
職
給
料
表
に
定

め
る
一
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
の
給
料

月
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 給

与
条
例
別
表
第
四
医
療
職
給
料
表
ハ
医

療
職
給
料
表
㈢
に
定
め
る
一
級
に
お
け
る

最
高
の
号
給
の
給
料
月
額 

 
 

 
 

 

 
 給

与
条
例
別
表
第
四
医
療
職
給
料
表
ロ
医

療
職
給
料
表
㈡
に
定
め
る
一
級
に
お
け
る

最
高
の
号
給
の
給
料
月
額 

 
 

 
 

 

 
 給
与
条
例
別
表
第
四
医
療
職
給
料
表
イ
医

療
職
給
料
表
㈠
に
定
め
る
一
級
に
お
け
る

最
高
の
号
給
の
給
料
月
額 

 
 

 
 

 

 
 

 

月 
 

 

額 

 


